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介護保険制度のしくみ 
 
我が国では、急速な高齢化とともに、介護の問題が老後の最大の不安要因となっています。介護が必要になっても、残された能力を生かして、できる

限り自立し、尊厳を持って生活できるようにすることは国民共通の願いですが、現実には家族だけで介護を行うことは非常に困難になっています。介護



保険制度は、介護を社会全体で支え、利用者の希望を尊重した総合的なサービスが安心して受けられる仕組みを創ろうとするものです。 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険の対象者 

４０歳以上の方は、介護保険の被保険者です。手続きをしなくても、八百津町の介護保険に加入することになります。 

被保険者は、年齢によって 2つに区分されています。 

 第 1 号被保険者 第 2 号被保険者 

対 象 者 ◎６５歳以上の方 ◎４０～６４歳の医療保険に加入して



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※特定疾病 

    がん末期・関節リュウマチ/筋萎縮性側索硬化症・後縦靱帯骨化症/骨折を伴う骨粗鬆症/初老期における認知症/進行性核上性麻痺、大脳皮質基

底核変性症及びパーキンソン病関連疾患・脊髄小脳変性症・脊柱管狭窄症・早老症・多系統萎縮症/糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病

性網膜症/脳血管疾患・閉塞性動脈硬化症/慢性閉塞性肺疾患/両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 

 

 

 

 

保険料について 

    【第１号被保険者（６５歳以上の方）】 

段  階 対  象  者 保  険  料 

第１段階 
・生活保護を受けている方 

・世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受けている方 

１４，４００円 

（基準額×0.5） 

第２段階 
・世帯全員が市町村民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所
得金額の合計が８０万円以下の方 

１４，４００円 
（基準額×0.5） 

第３段階 ・世帯全員が市町村民税非課税で、第２段階以外の方 ２１，６００円 

対 象 者 ◎６５歳以上の方 ◎４０～６４歳の医療保険に加入して

いる方 

給 付 の 

対 象 者 

◎ねたきり・認知症などで入浴、排泄、食事などの日常 

生活動作について常に介護が必要な方、家事や身じた 

くなどの日常生活に支援が必要な方 

◎初老期の認知症、脳血管障害な 

ど老化にともなう病気(特定疾病)に 

よって介護が必要となった 

保険料の 

支払方法 

◎年金額が一定以上の方は年金から天引き 

◎それ以外の方は町に個別に支払います 

◎医療保険料と一括して支払います 



（基準額

×0.75） 

第４段階 
・世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税

非課税の方 

２８，８００円 

（基準額） 

第５段階 
・本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が２００万円未満の

方 

３６，０００円 

（基準額
×1.25） 

第６段階 
・本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が２００万円以上の

方 

４３，２００円 

（基準額×1.5） 

 

【第２号被保険者（４０～６４歳のかたで医療保険加入者）】 

            加入している医療保険によって保険料の算定方法が異なります。 

        医療保険の保険料に上乗せして納めていただきます。          

 

 

 

介 護サービスを利用の手続き 

 介護 保険のサービスを利用するには、介護や支

援がどれくらい必要かを判断する「要介護認定」を受けることが必要です。要介護認定の手続きは以下の流れにそって行います。 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

※納付が難しいときにはご相談ください。 

  低所得による生活困窮、災害や著しい所得の減少などで保険料を納付することが難しい場合

には、保険料の減免や徴収猶予の制度がありますので、ぜひご相談ください。 

介護や支援が必要と
感じたとき、１号被保
険者は「介護保険被保
険者証」を、２号被保
険者は「健康保険被保
険者証」を持参し、健
康福祉課の窓口で申
請して下さい。 
申請手続きは本人や
家族のほかに、地域包
括支援センター、居宅
介護支援事業者や介
護保険施設に代行を
依頼することができ
ます。 
 

介護認定調査員が訪問し、本人の心
身の状態について聞き取る８２項
目の基本調査、介護の手間を記した
特記事項を作成します。 

主治医から病気の状態などをまと
めた意見書を提出してもらいます。 

訪問調査をもとにコンピューターに
よる一次判定 
一次判定及び医師の意見書をもとに
「介護認定審査会」で総合的審査判
定が行われます。 

審査判定の結果、非該当、要支援
１・２、要介護１～５に認定され
ます。郵送で介護保険証と認定結
果を通知します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要介護（要支援）認定の更新 

 要介護（要支援）認定には、有効期間が定められています。この有効期間の終了以降も介護サービスを利用する場合などには、要介護認定を更新する

ための申請（更新申請）が必要です。（更新申請をしないで有効期間終了後も介護サービスを利用すると、その費用の全額を自己負担することとなりま

すので、ご注意下さい。） 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要介護認定の効力は、申請した日にさかのぼります。 

有効期間は介護保険の保険証（表面）に記載しています。原則として申請日

から６ヶ月です 

 

 ※申請日による有効期間の例 

 ①４月１５日に申請→有効期間は１０月３１日 

４ 月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 
            初回認定の有効期間 
   ４/15                      10/31 
 
 
  ②４月１日に申請→有効期間は９月３０日 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 
         初回認定の有効期間 
 ４/1                      9/30 
 
 



有効期間終了後も引き続き介護サービスを利用するためには、要介護認定

の更新を申請することになります。手続きは通常の申請と同様です。 

有効期間満了日の６０日前から申請できます。更新認定の有効期間は、前

回認定の有効期間満了日の翌日から、原則として１２ヶ月です。（認定審

査会の意見によって、３ヶ月～２４ヶ月の範囲内で短縮または延長される

こともあります。） 

  

認定の有効期間内に心身の状態が悪化し、現在の要介護状態区分ではサー

ビスが不足する場合には、要介護状態区分の変更認定の申請をすることが

できます。 

変更認定の有効期間は、通常の認定と同様、原則として変更認定の申請日

から６ヶ月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※更新認定有効期間の例 

▼初回の認定申請日                  ▼更新認定申請日(9/15) 

４ 月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ～ ８月 ９月 10 月 

         初回認定の有効期間                                 更新認定の有効期間 
         ４/15                      10/31･11/1                                               10/31  
 

 

 

 

 

 

 

                    ※区分変更認定の有効期間の例 

                                          ▼認定申請日    ▼変更認定の申請日 

４ 月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 



変更前の有効期間 
                       4/15                                   変更認定後の有効期間 
                               7/10                                             1/31  

介 護サービスの利用と費用負担について 

  

    

 

    在宅でサービスを受けるには、まず介護（介護予防）サービス計画の作成が必要となります。ケアプ 

ランとは、自分にあったサービスを利用するためにどのようなサービスを、どのくらい利用するかとい 

う計画書で、自分で作成することもできますが、一般的にはケアマネジャー（介護支援専門員）に依頼す 

ることになります。費用は全額保険給付のため自己負担はありません。 

 

      ●要支援１・２ ・・・・ 地域包括支援センターに作成依頼 

 

      ●要介護１～５ ・・・・ 居宅介護支援事業所に作成依頼 

 

   ※施設に入所してサービスを受ける場合は、施設で作成します。 

   

        

 

 

    在宅介護サービスは要介護状態に応じて、利用できるサービスの上限（支給限度額）が決められています。 

介護サービスを利用したときの利用者負担は、原則としてサービス費用の 1割です。（利用料は直接サービ 

   ス事業者に支払います。）ただし、支給限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた部分の費用は利用 

   者の全額負担となります。 

 

 

     【在宅サービスを利用した場合の支給限度額及び利用者負担額】 

要介護度 居宅サービス支給限度額 利用者負担額 

要支援１ ４９，７００ 円 ４，９７０ 円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス利用者の軽減措置 

★高額介護サービス費 

    １ヶ月の間に支払った利用者負担額が、下記の限度額を超えた場合、申請していただければ『高額介護サービス費』として超過分をあとから支

要支援２ １０４，０００ 円 １０，４００ 円 

要介護１ １６５，８００ 円 １６，５００ 円 

要介護２ １９４，８００ 円 １９，４８０ 円 

要介護３ ２６７，５００ 円 ２６，７５０ 円 

要介護４ ３０６，０００ 円 ３６，０００ 円 

要介護５ ３５８，３００ 円 ３５，８３０ 円 



給いたします。 

        【１ヶ月当たりの利用者負担の上限額】 

 対  象  者 上 限 額 

第１段階 
・生活保護の受給者の方 
・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税 
 非課税の方 

１５，０００円 

第２段階 
・世帯全員が住民税非課税の方で、課税年金 
 収入額と合計所得金額の合計が８０万円以 
下の方 

１５，０００円 

第３段階 
・世帯全員が住民税非課税の方で第２段階以 
外の方 

２４，６００円 

第４段階 ・住民税世帯課税の方 ３７，２００円 

        ※ 同じ世帯に２人の介護サービス利用者がいる場合でも、世帯としての負担額の 

上限は、１人分の場合と同じです。 

        ※ 次に掲げる利用者負担は、高額介護サービス費の対象にはなりません 

           １．福祉用具購入費又は住宅改修費の利用者負担分 

           ２．施設サービス利用者の「食費」・「居住費」 

★特定入所者介護サービス費 

   介護保健施設及び短期入所（ショートステイ）を利用されるときに、所得の低い方の負担が重くなりすぎないように、「食費」と「居住費」

に負担限度額を設定し、負担限度額を超えた利用額を介護保険から支給します。 

 利用するには申請を行い、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けサービス事業者に提示し利用します。 

 【食費・居住費の利用者負担段階】 

負 担 限 度 額 

 
利用者負担段階 

居住費 

（滞在費） 

介護老人福祉施設 

短期入所生活介護 

介護老人保健施設 

介護療養型医療施設 
食 費 



 短期入所療養介護 

第１段階 

・生活保護の受給者の方 
・老齢福祉年金受給者で、 
世帯全員が住民税 非課 
税の方 

ユニット型個室 
ユニット型準個室 
従来型個室 
多床室 

８２０円 
４９０円 
３２０円 
０円 

８２０円 
４９０円 
４９０円 

０円 

３００円 

第２段階 

・世帯全員が住民税非課税 
の方で、課税年金収入額 
と合計所得金額の合計が 
８０万円以下の方 

ユニット型個室 
ユニット型準個室 
従来型個室 
多床室 

８２０円 
４９０円 
４２０円 
３２０円 

８２０円 
４９０円 
４９０円 
３２０円 

３９０円 

第３段階 
・世帯全員が住民税非課税 
の方で第２段階以外の方 

ユニット型個室 
ユニット型準個室 
従来型個室 
多床室 

１，６４０円 
１，３１０円 

８２０円 
３２０円 

１，６４０円 
１，３１０円 
１，３１０円 
３２０円 

６５０円 

第４段階 
（基準費用

額） 

・住民税世帯課税の方 

ユニット型個室 
ユニット型準個室 
従来型個室 
多床室 

１，９７０円 
１，６４０円 
１，１５０円 

３２０円 

１，９７０円 
１，６４０円 
１，６４０円 
３２０円 

１,３８０円 

 
   ※基準費用額は施設によってことなります。 
 

★その他の軽減措置 

     １．特別養護老人ホーム入所者（旧措置者）の軽減措置 
     ２．障害者ホームヘルプサービス利用者に対する軽減措置 
     ３．社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業 
 
 
 

 

転出・転入の手続き 

 

         転入の届出の際に、前住所地で要介護認定を受けている人は、前住所地から発行された｢受給資格証明書｣を添えて、健康

福祉課介護保険係で要介護認定申請をする必要があります。 

要介護認定を受けていない人は、特に手続きの必要はありません。 

なお、介護保険被保険者証は後日郵送いたします。 

※詳しい内容については、ご相談下さい。 



 

 

 

         転出の届出の際に、介護保険被保険者証を町に返還してください。なお、介護保険を利用している人（要介護認定を受けた

人やサービスを利用している人など）へは、転出時の要介護度などを記載した「介護保険受給資格証明書」を健康福祉課介

護保険係で交付しますので、転入先の市区町村へ提出してください。 

            ※要介護認定後、他市町村に転出した場合でも、要介護認定は転入先で引き継がれます。 

      

 

介護保険についてのお問い合せは 

   健康福祉課介護保険係  

     電 話 ０５７４―４３‐２１１１（内線）２５６５ 

     ＦＡＸ ０５７４‐４３‐２１１７ 

 

   

 

 

 

 


